
１ はじめに 
本号から即時解雇（日本における懲

戒解雇）を取り上げます。 
日系企業の経営者から「中国の解雇

規制は厳しい」「ほとんど解雇は不可

能である」などの不満を聞くことが多

いです。実際に中国の解雇規制は厳し

いため、日系企業は即時解雇に慎重で、

即時解雇をすることは実は少ないで

す。 
また、日系企業はもめごと、裁判を

嫌う傾向が強いので、あくまで、即時

解雇は交渉のカードとして用いるこ

とが多く、最終的には話し合いで解決

することになります。 
しかし、話し合いで解決せず、即時

解雇を行なった場合、中国では、当該

従業員が労働仲裁を申し立てること

はもちろん、報復行為を行うことが多

いです。日系企業にやましい点がない

としても、インターネット等への様々

な告発が行われれば風評リスクが生

じますし、行政当局に告発されれば、

行政当局との調査、交渉を行うことに

なり、負担が重くなります。そのため、

総合的に判断して退職勧奨を行い、話

し合いで合意退職の方法を採ること

になります。 
 
２ 即時解雇制度の概要 
 中国労働契約法は、第３９条で、即

時解雇制度について以下の通り定め

ています。 
「第三十九条 労働者に下記の状況の

いずれかがある場合、使用者は労働契

約を解除することができる。 
（１）試用期間中に採用条件に合致し

ていないことが証明された場合 
（２）使用者の規則制度に甚だしく違

反した場合 
（３）著しい職務怠慢、不正利得行為

により使用者に重大な損害を与えた

場合 
（４）労働者が同時に他の使用者と労

働関係を形成し、本使用者の業務任務

の完成に甚だしい影響を与えたか、又

はそれを使用者が指摘しても是正を

拒否した場合 
（５）本法第二十六条第 1 項で規定

する状況により労働契約が無効とさ

れた場合 
（６）法により刑事責任を追及された

場合」 
前述のとおり、第３９条の条件にあ

てはまれば、企業は即時に労働契約を

解除することができます。これらの場

合は、従業員の過失・不正行為により

解雇を行うため、企業は従業員に経済

補償金を支給する必要はありません。 
ここからは、特に問題になることが

多い第２号、第３号について解説しま

す。 
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３ 規則制度重大違反（第２号）・不

正利得行為（第３号）類型別分析 
不正リベート、窃盗・横領、無断欠

勤は、残念ながら、日系企業で多く見

受けられる規律違反です。これらは原

則として即時解雇事由となります。ま

ず、不正リベートについて解説します。 
（１）不正リベート 
①不正リベートは犯罪である 
中国では日本と異なり民間企業同

士のリベートのやり取り等が商業賄

賂として処罰されることがあります。

商業賄賂は、日本の不正競争防止法に

相当する｢反不正当競争法｣（第８条）

等により行政罰（１万元～２０万元の

過料、違法所得の没収等)の対象とされ

ます。 
もっとも中国では、次号で述べます

通り、一定の職種の担当者が、会社の

許可を得ず、不正リベートを受け取っ

ていることがあります。中国にいる日

系企業経営者も、何かおかしいと感じ

ることもありますが、不正リベートを

受け取ることにより、不当な利益を個

人的に得て、会社に損害を与えている

わけであるから、見逃すべきことでは

ありません。 
 
②証拠が無い 
不正リベートは、電話等の口頭のや

りとりや、現金や物の授受により行わ

れるため、その行為を証明する物的証

拠が残らない場合が多いです。 
結果、不正リベートを理由に即時解

雇をし、労働仲裁や訴訟に発展した場

合、関係者の供述や情況証拠のみを根

拠に即時解雇の有効性を主張したと

しても証拠不十分であるとして即時

解雇が無効になることが多くなりま

す。 
実務では、即時解雇の証拠として、

取引先担当者や従業員の陳述書など

を証拠として提出し、不正リベートを

受け取った事実を主張することにな

りますが、陳述書等が法的に「証人証

言」として扱われるためには、証人尋

問が求められる他、証人との利害関係

も裁判の焦点として争われることに

なるケースもあります。 
また、不正リベートを受け取ったこ

とが争点になった場合、その「証人証

言」が唯一の証拠となることが多いの

で、裁判所も慎重な判断を行い、証人

が出廷しなかった場合や会社と証人

に利害関係があるといった理由で証

拠として価値を認めないケースが多

くなります。 
次号も不正行為への対応について

述べたいと思います。 
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